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１１月に「過重労働解消キャンペーン」を実施します 
～11月11日（火）労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を実施します～ 

 

厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすため

「過重労働解消キャンペーン」や「過労死等防止対策推進シンポジウム」などの取組を実

施しています。そして、「過重労働解消キャンペーン」では、期間中、長時間労働や賃金

不払残業の解消に向けた重点的な監督指導、過重労働に関する相談の集中受付や全国一

斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」など、各種取組を行います。 

和歌山労働局（局長 中山
なかやま

 始
はじめ

）では、労働局長から労使等関係団体に対し、長時間

労働削減を始めとする働き方改革に向けた取組などについての要請を行うとともに、長

時間労働削減など働きやすい職場環境づくりに積極的に取組んでいる県内「ベストプラ

クティス企業」を訪問し、経営トップらと労働局長が意見交換及び工場内視察を実施し、

取組事例の収集及び紹介を行います。 

 

 

 

令和７年 10月 31日 

【照会先】 

和歌山労働局労働基準部監督課 

監 督 課 長   中前 英人 

過重労働特別監督監理官  小林 敏行 

（電  話）073（488）1150   

労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換 

 労働局長自らが、長時間労働削減など働きやすい職場環境づくりに積極的に取組んで

いる企業（ベストプラクティス企業）の経営トップらと意見交換を行い、働きやすい職

場環境づくりへの思いや取組事例を収集し、報道等を通じて地域に取組事例等を紹介し

ます。 

 

ベストプラクティス企業   福原ニードル株式会社 

 

日  時  令和７年 11月 11日（火）14時 30分～ （報道受付 14時 20分） 

場  所  福原ニードル株式会社 

       （和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２７５３－１） 

 

 

※ 報道機関の皆様方におかれましては、積極的に取材していただければ幸いです。

当日の取材につきましては、和歌山労働局監督課（073-488-1150）までご連絡をお

願いします。 

 
Press Release 



【過重労働解消キャンペーンの詳細】 

過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法（平成 26年法律第 100号。）及び「過

労死等の防止のための対策に関する大綱」（令和６年８月２日閣議決定）に基づき取組を行ってい

ます。 

 しかしながら、過労死等の労災支給決定件数は近年増加傾向にあり、また、本年４月１日から工

作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等についても時間外労働の上限規制が

適用されたこと等を踏まえ、その遵守徹底とともに、労使を始め、取引先等の関係者に対して広く

周知・啓発を行うこと等を通じ、引き続き、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた機運の醸

成を行う必要があります。 

 このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペー

ン」を 11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者

団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施

します。 

 

１ キャンペーン期間 

令和７年 11月１日（土）から 11月 30日（日）までの１か月間 

 

２ 実施事項 

（１）労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を実施します 

和歌山労働局では、令和７年度、和歌山県内で長時間労働削減に向けて積極的に取

り組んでいる企業「ベストプラクティス企業」に福原ニードル株式会社を選定しまし

た。 

和歌山県内の過重労働解消に向けた機運の醸成を図ることを目的として、「ベスト

プラクティス企業」の経営トップらと労働局長が意見交換等を実施し、長時間労働の

削減や働きやすい職場環境づくり等の取組事例を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

（２）労使の主体的な取組を促します 

県内の労使等関係団体に協力要請を行い、長時間労働削減や年次有給休暇取得促進

を始めとする「働き方改革」に向けた取組に加え、大企業・親事業者による下請事業

者に対する「しわ寄せ」の防止についての取組を、当該団体を通じて県内に周知啓発

するほか、説明会や事業場への指導の場の機会を捉えて関係者に対して促します。 

 

ベストプラクティス企業  福原ニードル株式会社（製造業） 

日  時    令和７年 11月 11日（火）14時 30分～ 

場  所    福原ニードル株式会社 会議室 

（和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２７５３－１） 

別 紙 



（３）重点監督を実施します 

長時間労働が疑われると考えられる事業場等に対し、重点的に監督指導を行います。 

 

（４）労働相談を実施します 

  ア 過重労働相談受付集中期間 

     令和７年 11月１日（土）から 11月７日（金）を「過重労働相談受付集中期間」と

し、下記窓口にて、過重労働についての相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業

場の情報を積極的に受け付けます。 

   （ア） 最寄りの労働局・労働基準監督署  

     開庁時間    平 日８：30～17：15 

   （イ） 労働条件相談ほっとライン（委託事業） 

     フリーダイヤル ０１２０（８１１）６１０ 

             （フリーダイヤル はい！労働） 

     受付時間    平 日 17：00～22：00 

             土日祝 ９：00～21:00 

 

  イ 特別労働相談（過重労働解消相談ダイヤル） 

     令和７年 11月１日（土）、全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を下記のと

おり開設し、電話にて労働基準監督官が相談に対応します。 

     日  時    令和７年 11月１日（土） 

             ９：00～17：00 

     フリーダイヤル    ０１２０（７９４）７１３ 

(フリーダイヤル なくしましょう 長い残業) 

 

（５）過重労働解消のためのセミナーを開催します 

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、令和７年 10

月～令和８年１月にかけて、オンライン又は会場開催により「過重労働解消のための

セミナー」（委託事業）を実施しています。 

 

 

（６）キャンペーンの趣旨などについて広く周知・啓発を実施します 

使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペ

ーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。 
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令和7年度厚生労働省委託「就業環境整備・改善支援事業」 
運営事務局　株式会社広済堂ネクスト 
〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館13F 
TEL 050ｰ8894ｰ5990　受付時間　平日9：00～17：00 
（土日・祝日およびお盆休み（8月9日～17日）を除く） 
令和８年1月末日まで電話受付

過重労働解消のためのセミナー 検 索

詳細・お申込みはホームページから
https://shuugyou-seminar.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou/

携帯電話・スマホからでも

IT等を利用した業務効率化のセミナー（オンライン）等も実施しています。

インターバ
ル制度や

IT活用な
ど、明日か

ら使える

事例や法
令を学べ

る！

事業主、企業の人事労務担当者、管理職の方向け 過
重
労
働

解
消
の
た
め
の

セ
ミ
ナ
ー無料

参加費

セミナー概要
過重労働防止に関連する基本ルールや裁判例の
解説、企業の事例紹介など、「実践的に使える知識」
を提供します。
★法令、ガイドライン等のポイント解説
★過重労働に関する脳・心臓疾患、
     精神疾患にかかる裁判例
★過重労働解消に関する企業の取り組み事例    など
 セミナー終了後に、講師が質問に応じます！

・47都道府県開催
・1回 120 ～ 150 分（休憩 10分）

会場情報

※各会場でのセミナー会議室は、
　入り口にてご案内板をご確認下さい。

2025 年
10 月 21 日（火） 14:00 〜
会場：
和歌山県商工会議所
和歌山県和歌山市西汀丁 36



セミナー参加のお手続きはこちらから
セミナーの詳細及びお申込みはホームページからご確認ください。

過重労働解消のためのセミナー 検 索

https://shuugyou-seminar.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou/

オンラインセミナーについて

『過重労働解消のためのセミナー』はオンラインでも開催させていただきます。
オンラインセミナーでは、過重労働防止に関連する基本ルールのほか、各講師の専門分野から重
点テーマを設定し、5テーマに分けて開催します。
★過労死等労災認定基準から見た過重労働の防止（副業・兼業、テレワークの留意点を含む）
★過重労働とパワハラ防止（年次有給休暇、各種ハラスメントを含む）
★過重労働とメンタルヘルス（過労死等防止対策大綱、ストレスチェックを含む）
★過重労働と健康障害防止（下請等中小事業者へのしわ寄せ防止を含む）
★過労死等に係る損害賠償請求事例と上積み補償（フリーランスと過重労働、定額残業代制度を含む）

◆ 過重労働解消のためのセミナー

過重労働解消のためには業務効率化による労働時間の削減の取組が必要です。
本セミナーでは業務改善のステップとして、業務の洗い出し及び業務量の可視化、改善に向けた問
題点の明確化及び改善手法の検討、ITツール導入による業務効率化の検討について具体的な事
例を交えながら説明いたします。

◆ 業務効率化セミナー

お申込みから参加について

お申し込み方法
日程一覧より、参加したいセミナーの情報の横にある申込ボタンからお申込みください。現地セミナーの場
合は、関東や近畿などのエリアごとに日程情報が表示されますので、地域を選択のうえ、ご確認ください。
　 【お申込みに必要な情報】
・担当者氏名　　・メールアドレス　　・参加人数　　・事業場全体労働者数

参加方法（リアルセミナー）

参加方法（オンラインセミナー）

お申込み完了後、お申込みの際に登録したアドレス宛に会場名等が記載されたメールが届きますの
で、ご確認ください。セミナーで使用するテキスト等は会場にてお配りします。

お申込み完了後、お申込みの際に登録したアドレス宛にオンライン参加のためのURLが記載された
メールが届きます。
※Zoomでの開催となりますので、事前にZoomのインストールおよびアカウントの準備をお願いします。



0120-794-713

過労死等防止対策推進シンポジウム 専用ナビダイヤル11月を中心に、全国47都道府県、
48か所で開催しています。 0570-026-027（月～金 9:00～17:30）

参加無料

相談無料過重労働解消相談ダイヤル「過重労働解消キャンペーン」を実施します。 令和７年11月１日（土）に全国一斉の

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

厚生労働省ホームページ ▶ https://www.mhlw.go.jp
人事院　内閣官房内閣人事局　総務省　文部科学省 詳しい情報や相談窓口はこちら

厚労省  過労死防止 検索

過労死をゼロにし、健康で充実して
働き続けることのできる社会へ

働くことは、生きること。仕事は、たいせつ。

でも、働き過ぎて心や体の健康を損なうことは、絶対にあってはならないこと。

どんなに時代や働き方が変化したとしても、それはあたりまえのこと。

あなたの職場環境のこと、みんなで一緒に考え直してみませんか。

しごとより、
いのち。


